
   秦野市伊勢原市環境衛生組合職員に対する児童手当の認定及び支 

給に関する事務の取扱いに関する規則 

（昭和５１年８月２日 規則第１０号） 

改正 昭和５８年１２月２４日 規則第２号 

   平成７年３月２８日 規則第２号 

   令和６年１０月１日 規則第８号 

 

  

 秦野市伊勢原市環境衛生組合職員に対する児童手当の支給に係る認定等の

事務は、秦野市職員の例による。 

 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則（昭和５８年１２月２４日規則第２号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成７年３月２８日規則第２号） 

 この規則は、平成７年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年１０月１日規則第８号） 

 この規則は、令和６年１０月１日から施行する。 

 


